
条

例 

 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
及
び
埼
玉
県
証
紙
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
三
号 

 
 

 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
及
び
埼
玉
県
証
紙
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
埼
玉
県
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 
 

第
三
条
第
二
十
二
号
中
「
第
七
十
三
号
」
を
「
第
七
十
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二

十
五
号
と
し
、
同
条
第
二
十
一
号
中
「
第
七
十
号
」
を
「
第
七
十
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同

条
第
二
十
四
号
と
し
、
同
条
第
二
十
号
中
「
第
六
十
九
号
」
を
「
第
七
十
号
」
に
改
め
、
同
号

を
同
条
第
二
十
二
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二
十
三 

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
七
十 

建
築
士
法
第
十
条
の
二
十
第
一
項
に
規
定
す
る 

 

一
号
の
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士 

都
道
府
県
指
定
登
録
機
関 

 
 

 

の
免
許
の
登
録
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
の 

 
 

 

証
明 

 
 

第
三
条
第
十
九
号
中
「
第
六
十
八
号
」
を
「
第
六
十
九
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十

一
号
と
し
、
同
条
第
十
八
号
中
「
第
六
十
七
号
」
を
「
第
六
十
八
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条

第
二
十
号
と
し
、
同
条
第
十
七
号
中
「
第
六
十
六
号
」
を
「
第
六
十
七
号
」
に
改
め
、
同
号
を

同
条
第
十
九
号
と
し
、
同
条
第
十
六
号
中
「
第
六
十
五
号
」
を
「
第
六
十
六
号
」
に
改
め
、
同

号
を
同
条
第
十
八
号
と
し
、
同
条
中
第
十
五
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
四
号
を
第
十
六
号
と

し
、
第
十
三
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 
 

十
四 

別
表
福
祉
部
の
項
第
十
五
号
の
主 

介
護
保
険
法
第
六
十
九
条
の
三
十
三
第
一
項
に 

 
 

 

任
介
護
支
援
専
門
員
研
修 

 
 

 
 

 

規
定
す
る
指
定
研
修
実
施
機
関 

 
 

十
五 

別
表
福
祉
部
の
項
第
十
六
号
の
主 

介
護
保
険
法
第
六
十
九
条
の
三
十
三
第
一
項
に 

 
 

 

任
介
護
支
援
専
門
員
更
新
研
修 

 
 

 

規
定
す
る
指
定
研
修
実
施
機
関 

 
 

別
表
企
画
財
政
部
の
項
中
第
八
号
を
第
十
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
二
号
ず
つ

繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

     

四 

道
路
運
送
法
施

行
令
（
昭
和
二
十

六
年
政
令
第
二
百

五
十
号
）
第
四
条 

自
家
用
有

償
旅
客
運

送
者
登
録

申
請
手
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
万
五
千
円 

 



                                  

五 

道
路
運
送
法
施

行
令
第
四
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ

く
道
路
運
送
法
第

七
十
九
条
の
七
第

一
項
に
規
定
す
る

自
家
用
有
償
旅
客

運
送
者
の
変
更
登

録
（
同
法
第
七
十

九
条
の
二
第
一
項

第
二
号
の
自
家
用

有
償
旅
客
運
送
の

種
別
の
増
加
に
係

る
も
の
又
は
同
項

第
三
号
の
運
送
の

区
域
の
増
加
に
係

る
も
の
（
同
法
第

七
十
九
条
の
登
録

を
受
け
て
い
る
当 

 

第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
道
路
運
送

法
（
昭
和
二
十
六

年
法
律
第
百
八
十

三
号
）
第
七
十
九

条
に
規
定
す
る
自

家
用
有
償
旅
客
運

送
者
の
登
録
（
更

新

の

登

録

を

除

く
。
）
の
申
請
（
市

町
村
が
行
う
も
の

を
除
く
。
次
号
に

お
い
て
同
じ
。
）

に
対
す
る
審
査 

  

自
家
用
有

償
旅
客
運

送
者
変
更

登
録
申
請

手
数
料 

料 

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
千
円 

     

 



          
 

別
表
福
祉
部
の
項
第
十
三
号
中
「
三
万
八
千
円
」
を
「
七
万
五
千
円
」
に
、
「
一
万
七
千
円
」

を
「
三
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
六
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
五
号
を
第
十
七
号

と
し
、
第
十
四
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

                      

十
六 

介
護
保
険
法

施
行
令
第
三
十
七

条
の
十
五
第
一
項

及
び
介
護
保
険
法

施
行
規
則
第
百
四

十
条
の
六
十
八
第 

十
五 

介
護
保
険
法

施
行
令
（
平
成
十

年
政
令
第
四
百
十

二
号
）
第
三
十
七

条
の
十
五
第
一
項

及
び
介
護
保
険
法

施
行
規
則
（
平
成

十
一
年
厚
生
省
令

第
三
十
六
号
）
第

百
四
十
条
の
六
十

八
第
一
項
第
一
号

の
規
定
に
基
づ
く

主
任
介
護
支
援
専

門
員
研
修 

主
任
介
護

支
援
専
門

員
更
新
研

修
手
数
料 

主
任
介
護

支
援
専
門

員
研
修
手

数
料 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
万
六
千
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
万
九
千
円 

 

 

該
運
送
の
区
域
の

属
す
る
市
町
村
内

に
お
け
る
当
該
運

送
の
区
域
の
増
加

に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
に
限
る
。
）

の
申
請
に
対
す
る

審
査 

 
 

 



      
 

別
表
産
業
労
働
部
の
項
第
十
一
号
中
「
第
三
条
第
一
号
」
を
「
第
二
条
第
一
号
」
に
改
め
、

同
項
第
十
二
号
中
「
第
三
条
第
二
号
」
を
「
第
二
条
第
二
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

別
表
農
林
部
の
項
中
第
五
十
一
号
を
第
五
十
五
号
と
し
、
第
二
十
七
号
か
ら
第
五
十
号
ま
で

を
四
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
六
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。 

                         

二
十
八 

農
産
物
検

査
法
施
行
令
第
五

条
第
一
項
第
四
号

の
規
定
に
基
づ
く

農
産
物
検
査
法
第

十
八
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
七
条
第

一
項
に
規
定
す
る

登
録
検
査
機
関
の 

二
十
七 

農
産
物
検

査
法
施
行
令
（
平

成
七
年
政
令
第
三

百
五
十
七
号
）
第

五
条
第
一
項
第
二

号
の
規
定
に
基
づ

く
農
産
物
検
査
法

（
昭
和
二
十
六
年

法
律
第
百
四
十
四

号
）
第
十
七
条
第

一
項
に
規
定
す
る

登
録
検
査
機
関
の

登
録
の
申
請
に
対

す
る
審
査 

登
録
検
査

機
関
登
録

更
新
申
請

手
数
料 

登
録
検
査 

機
関
登
録 

申
請
手
数 

料 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
万
百
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
五
万
円 

 

 

一
項
第
二
号
の
規

定
に
基
づ
く
主
任

介
護
支
援
専
門
員

更
新
研
修 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



                                
 

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
一
号
中
「
及
び
第
百
二
号
イ
」
を
「
、
第
百
四
号
イ
及
び
第
百
八

号
イ
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
九
十
六
号
ハ
及
び
第
百
二
号
ハ
」
を
「
第
九
十
八
号
ハ
、

第
百
四
号
ハ
及
び
第
百
八
号
ハ
」
に
改
め
、
同
項
第
百
四
号
中
「
第
百
二
号
金
額
の
欄
イ
」
を

三
十 

農
産
物
検
査

法
施
行
令
第
五
条

第
一
項
第
六
号
の

規
定
に
基
づ
く
農

産
物
検
査
法
第
十

九
条
第
二
項
に
規

定
す
る
変
更
登
録

（
同
法
第
十
七
条

第
四
項
第
四
号
の

登
録
の
区
分
の
増

加
に
係
る
も
の
に

限
る
。 

）
の
申
請 

 

に
対
す
る
審
査 

二
十
九 

農
産
物
検

査
法
施
行
令
第
五

条
第
一
項
第
六
号

の
規
定
に
基
づ
く

農
産
物
検
査
法
第

十
九
条
第
二
項
に

規
定
す
る
変
更
登

録
（
同
法
第
十
七

条
第
四
項
第
三
号

の
農
産
物
の
種
類

の
増
加
に
係
る
も

の
に
限
る
。 

）
の 

 

申
請
に
対
す
る
審

査 

 

登
録
の
更
新
の
申

請
に
対
す
る
審
査 

登
録
検
査

機
関
の
登

録
の
区
分

に
係
る
変

更
登
録
申

請
手
数
料 

登
録
検
査

機
関
の
農

産
物
の
種

類
に
係
る

変
更
登
録

申
請
手
数

料 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
五
万
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
万
円 

 

 



「
第
百
四
号
金
額
の
欄
イ
」
に
、
「
第
百
二
号
金
額
の
欄
ロ
」
を
「
第
百
四
号
金
額
の
欄
ロ
」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
百
六
号
と
し
、
同
項
中
第
百
三
号
を
第
百
五
号
と
し
、
第
百
二
号
を

第
百
四
号
と
し
、
同
項
第
百
一
号
イ
中
「
第
百
三
号
イ
」
を
「
第
百
五
号
イ
」
に
改
め
、
同
号

イ
⑵
中
「
第
百
三
号
」
を
「
第
百
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
百
三
号
と
し
、
同
項
中
第

百
号
を
第
百
二
号
と
し
、
第
九
十
九
号
を
第
百
一
号
と
し
、
同
項
第
九
十
八
号
中
「
第
九
十
六

号
金
額
の
欄
イ
」
を
「
第
九
十
八
号
金
額
の
欄
イ
」
に
、「
第
九
十
六
号
金
額
の
欄
ロ
」
を
「
第

九
十
八
号
金
額
の
欄
ロ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
百
号
と
し
、
同
項
第
九
十
七
号
金
額
の
欄

を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
九
十
九
号
と
す
る
。 

 
 

                         

イ 

変
更
後
の
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
が
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す

る
法
律
第
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
書
類
が

提
出
さ
れ
た
場
合 

 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

 
 

㈠ 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
千
円 

 
 

㈡ 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
千
円 

 

⑵ 

共
同
住
宅
等 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
を
申
請
住

戸
数
で
除
し
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ

れ
を
切
り
捨
て
る
。
） 

 
 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
（
申
請
に
係
る
住
戸
を
含
む
一
の
建
築
物
の
変
更
後
の
床
面

積
の
合
計
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
内
の
も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六
千
五
百
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
万
五
百
円 

 
 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

の 
 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
万
二
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
万
八
千
五
百
円 

 
 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
万
七
千
五
百
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
万
七
千
円 

 
 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
万
二
千
五
百
円 

 
 

              

 



                                  

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
万
五
百
円 

 
 

㈤ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
万
六
千
円 

 
 

 
(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

八
万
七
千
円 

 
 

㈥ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

九
万
二
千
五
百
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
四
万
三
千
五
百
円 

 
 

㈦ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
一
万
四
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
七
万
六
千
五
百
円 

 
 

㈧ 

床
面
積
の
合
計
が
三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
二
万
千
五
百
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
八
万
八
千
五
百
円 

ロ 

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
設
計
住
宅
性
能
評

価
書
の
写
し
が
提
出
さ
れ
た
場
合 

 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
万
千
五
百
円 

 

⑵ 

共
同
住
宅
等 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
を
申
請
住

戸
数
で
除
し
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ

れ
を
切
り
捨
て
る
。
） 

 
 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 
 

 

三
万
六
千
円 

 
 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
万
六
千
円 

 
 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
万
三
千
五
百
円 

 
 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
七
万
五
千
円 

 
 

㈤ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
十
六
万
七
千
五
百
円 

 
 

㈥ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
十
八
万
四
千
五
百
円 

             

 



                                  

 
 

㈦ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
十
六
万
五
百
円 

 
 

㈧ 

床
面
積
の
合
計
が
三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七
十
九
万
八
千
五
百
円 

 
 

ハ 

イ
及
び
ロ
以
外
の
場
合 

 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

 
 

㈠ 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
万
八
千
五
百
円 

 
 

 
 

 
 

㈡ 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
万
二
千
五
百
円 

 

⑵ 

共
同
住
宅
等 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
を
申
請
住

戸
数
で
除
し
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ

れ
を
切
り
捨
て
る
。
） 

 
 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六
万
三
千
五
百
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

九
万
七
千
円 

 
 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

の 
 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
万
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
五
万
三
千
円 

 
 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
九
万
四
千
五
百
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
十
九
万
九
千
五
百
円 

 
 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
十
四
万
六
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
十
三
万
四
千
円 

 
 

㈤ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
十
九
万
二
千
五
百
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

九
十
一
万
六
千
円 

 
 

㈥ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

百
九
万
三
千
五
百
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

百
六
十
九
万
二
千
円 

          

 



         
 

別
表
都
市
整
備
部
の
項
中
第
九
十
六
号
を
第
九
十
八
号
と
し
、
第
九
十
五
号
金
額
の
欄
を
次

の
よ
う
に
改
め
、
同
号
を
第
九
十
七
号
と
す
る
。 

                        

 
 

㈦ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

百
五
十
六
万
千
五
百
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
百
四
十
一
万
六
千
円 

 
 

㈧ 
床
面
積
の
合
計
が
三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

百
九
十
一
万
二
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 

二
百
九
十
五
万
九
千
五
百
円 

  

 

イ 

長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
が
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第

六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
書
類
（
住
宅
の
品

質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
五
条
第
一

項
の
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
が
作
成
し
た
も
の
に
限
る
。
第
九
十
九
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
提
出
さ
れ
た
場
合 

 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

 
 

㈠ 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
千
円 

 
 

㈡ 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
万
円 

 

⑵ 

共
同
住
宅
等 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
を
、
申
請

に
係
る
住
戸
を
含
む
一
の
建
築
物
の
住
戸
の
う
ち
同
時
に
申
請
さ
れ
た
住
戸
の
数

（
以
下
こ
の
号
か
ら
第
百
号
ま
で
に
お
い
て
「
申
請
住
戸
数
」
と
い
う
。
）
で
除

し
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り

捨
て
る
。
） 

 
 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
（
申
請
に
係
る
住
戸
を
含
む
一
の
建
築
物
の
床
面
積
の
合
計

を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
万
三
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
万
千
円 

 
 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

の 
 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
万
四
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
万
七
千
円 

 
 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

  

 



                                  

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
万
五
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
万
四
千
円 

 
 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

 
 

 
(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六
万
五
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
万
千
円 

 
 

㈤ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
一
万
二
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
七
万
四
千
円 

 
 

㈥ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
八
万
五
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
十
八
万
七
千
円 

 
 

㈦ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
二
十
二
万
八
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
十
五
万
三
千
円 

 
 

㈧ 

床
面
積
の
合
計
が
三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
十
四
万
三
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
十
七
万
七
千
円 

ロ 

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
設
計
住
宅
性
能
評

価
書
（
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲

げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
第
九
十
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
写

し
が
提
出
さ
れ
た
場
合 

 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
万
三
千
円 

 

⑵ 

共
同
住
宅
等 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
を
申
請
住

戸
数
で
除
し
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ

れ
を
切
り
捨
て
る
。
） 

 
 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 
 

 

七
万
二
千
円 

 
 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
一
万
二
千
円 

 
 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
十
万
七
千
円 

  

 



                                  

 
 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
十
五
万
円 

 
 

㈤ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
十
三
万
五
千
円 

 
 

㈥ 
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
十
六
万
九
千
円 

 
 

㈦ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

百
三
十
二
万
千
円 

 
 

㈧ 

床
面
積
の
合
計
が
三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

百
五
十
九
万
七
千
円 

ハ 

イ
及
び
ロ
以
外
の
場
合 

 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

 
 

㈠ 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
万
七
千
円 

 
 

 
 

 
 

㈡ 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八
万
五
千
円 

 

⑵ 

共
同
住
宅
等 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
を
申
請
住

戸
数
で
除
し
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ

れ
を
切
り
捨
て
る
。
） 

 
 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
二
万
七
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
九
万
四
千
円 

 
 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

の 
 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
十
万
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
十
万
六
千
円 

 
 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
十
八
万
九
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
十
九
万
九
千
円 

 
 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六
十
九
万
二
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

百
六
万
八
千
円 

 
 

㈤ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 

 



               
 

別
表
都
市
整
備
部
の
項
中
第
九
十
四
号
を
第
九
十
六
号
と
し
、
第
七
十
号
か
ら
第
九
十
三
号

ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
六
十
九
号
中
「
一
万
五
千
円
」
を
「
一
万
六
千
円
」
に
、

「
一
万
円
」
を
「
一
万
千
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
十
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。 

         
 

別
表
都
市
整
備
部
の
項
中
第
六
十
八
号
を
第
六
十
九
号
と
し
、
第
六
十
七
号
を
第
六
十
八
号

と
し
、
同
項
第
六
十
六
号
中
「
の
書
換
え
交
付
」
の
下
に
「
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く

二
級
建
築
士
免
許
証
又
は
木
造
建
築
士
免
許
証
の
書
換
え
交
付
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
号

を
同
項
第
六
十
七
号
と
し
、
同
項
中
第
六
十
五
号
を
第
六
十
六
号
と
し
、
第
六
十
二
号
か
ら
第

六
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
六
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

   

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

百
十
八
万
五
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

百
八
十
三
万
二
千
円 

 
 

㈥ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 
(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
百
十
八
万
七
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
百
三
十
八
万
四
千
円 

 
 

㈦ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
百
十
二
万
三
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
百
八
十
三
万
二
千
円 

 
 

㈧ 

床
面
積
の
合
計
が
三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
百
八
十
二
万
四
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
百
九
十
一
万
九
千
円 

  

 

七
十
一 

建
築
士
法

第
五
条
第
一
項
に

規
定
す
る
二
級
建

築
士
又
は
木
造
建

築
士
の
免
許
の
登

録
が
さ
れ
て
い
る

こ
と
の
証
明 

二
級
建
築

士
又
は
木

造
建
築
士

免
許
登
録

証
明
手
数

料 

一
通
に
つ
き 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
百
円 

 

六
十
二 

建
築
基
準

法
施
行
令
（
昭
和 

既
存
建
築

物
の
移
転 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
万
七
千
円 

 



          
 

別
表
都
市
整
備
部
の
項
に
次
の
五
号
を
加
え
る
。 

                        

 

二
十
五
年
政
令
第

三
百
三
十
八
号
）

第
百
三
十
七
条
の

十
六
第
二
号
の
規

定
に
基
づ
く
既
存

建
築
物
の
移
転
の

認
定
の
申
請
に
対

す
る
審
査 

に
対
す
る

制
限
の
緩

和
に
係
る

認
定
申
請

手
数
料 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

百
七 

建
築
物
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

能
の
向
上
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二

十
七
年
法
律
第
五

十
三
号
）
第
二
十

九
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く
建
築

物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
向
上
計
画

の
認
定
の
申
請
に

対
す
る
審
査
（
次

号
に
規
定
す
る
審

査
を
除
く
。
） 

建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能

向
上
計
画

認
定
申
請

手
数
料 

次
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
て
得
た
金
額 

イ 
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に

関
す
る
法
律
第
三
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
書
類
が
提

出
さ
れ
た
場
合 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

 
 

 
 

 

五
千
円 

⑵ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

一
万
千
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
万
三
千
円 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
万
二
千
円 

 
 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

 
 

 

以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 

九
万
四
千
円 

 

⑶ 

非
住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
非
住
宅
部 

 
 

 
 

分 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次 

 

に
定
め
る
額 

 
 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル 

 



                                  

 
 

 
 

 

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

一
万
千
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
万
千
円 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

九
万
四
千
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
四
万
九
千
円 

㈤ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も 

 
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
八
万
八
千
円 

㈥ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上
の
も
の 

 

二
十
三
万
五
千
円 

ロ 

イ
以
外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
八

年
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）
第

八
条
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

次
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 

四
万
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 

四
万
四
千
円 

⑵ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

 

 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 

八
万
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 

 

 



                                  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
三
万
五
千
円 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
十
三
万
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 

三
十
三
万
円 

ハ 

イ
以
外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
八
条
第
一
号

イ
⑴
及
び
ロ
⑴
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
非

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
非
住
宅
部
分 

次 

 
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る

額 ⑴ 
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
も
の 

 
 

 
 

 

二
十
六
万
七
千
円 

⑵ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
十
三
万
二
千
円 

⑶ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
十
一
万
六
千
円 

⑷ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七
十
五
万
九
千
円 

⑸ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八
十
九
万
八
千
円 

⑹ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の 

 
 

 
 

百
二
万
四
千
円 

ニ 

イ
以
外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
八
条
第
一
号

イ
⑵
及
び
ロ
⑵
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
非 

 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
非
住
宅
部
分 

次

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る 

 



                                  

百
八 

建
築
物
の
エ 

 
 

 

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性 

 

 

能
の
向
上
に
関
す 

 

る
法
律
第
二
十
九 

 

条
第
一
項
の
規
定 

 

に
基
づ
く
建
築
物 

 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費 

 

性
能
向
上
計
画
の 

 

認
定
の
申
請
（
同 

 

法
第
三
十
条
第
二 

 

 

項
の
規
定
に
よ
る 

 

申
出
を
伴
う
申
請 

 

に
限
る
。
）
に
対 

 

す
る
審
査 

 

建
築
基
準

関
係
規
定

適
合
の
審

査
の
申
出

を
伴
う
建

築
物
エ
ネ

ル
ギ
ー
消

費
性
能
向

上
計
画
認

定
申
請
手

数
料 

 

前
号
に
規
定
す
る
合
算
し
て
得
た
金
額
に
、
次
の

イ
に
定
め
る
額
を
加
算
し
、
次
の
ロ
又
は
ハ
に
掲

げ
る
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
当
該
ロ
又
は
ハ
に
定
め
る

額
を
更
に
加
算
し
て
得
た
金
額 

イ 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額 

⑴ 

床
面
積
の
合
計
が
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七
千
円 

⑵ 

床
面
積
の
合
計
が
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
万
四
千
円 

⑶ 

床
面
積
の
合
計
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
万
四
千
円 

⑷ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 

 

額 ⑴ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 

十
万
二
千
円 

⑵ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
七
万
千
円 

 

⑶ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以 

 
 

 
 

上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
十
七
万
七
千
円 

⑷ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
十
六
万
二
千
円 

 

⑸ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以 
 

 
 

 
 

上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
十
三
万
五
千
円 

⑹ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 

五
十
一
万
円 

 



                                  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
万
千
円 

⑸ 

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
万
八
千
円 

⑹ 

床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七
万
八
千
円 

⑺ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
十
三
万
五
千
円 

⑻ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を 

 
超
え
五
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
十
二
万
円 

⑼ 

床
面
積
の
合
計
が
五
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
も
の 

 
 

 
 

七
十
七
万
七
千
円 

ロ 

建
築
基
準
法
第
八
十
七
条
の
二
の
昇
降
機
に

係
る
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
区

分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

⑴ 

昇
降
機
を
設
置
す
る
も
の
（
⑵
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
） 

 
 

一
基
ご
と
に
一
万
四
千
円
（
小
荷
物
専
用

昇
降
機
に
つ
い
て
は
、
五
千
円
） 

⑵ 

建
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
確
認
を
受
け
た
昇
降
機
の
計
画
を
変
更
し

て
昇
降
機
を
設
置
す
る
も
の 

 
 

一
基
ご
と
に
七
千
円
（
小
荷
物
専
用
昇
降

機
に
つ
い
て
は
、
四
千
円
） 

ハ 

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
実
施
の
申
出
を
伴

う
場
合 

申
請
に
係
る
構
造
計
算
適
合
性
判
定

を
行
お
う
と
す
る
一
の
建
築
物
ご
と
に
次
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

⑴ 

判
定
対
象
床
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以 

 

内
の
も
の 

㈠ 

㈡
以
外
の
も
の 

 

 

 



                                  

百
九 

建
築
物
の
エ 

 

建
築
物
エ 

 

次
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
て
得
た
金
額 

 

 
 

 
 

 
 

 

十
七
万
千
四
百
八
十
円 

㈡ 

構
造
計
算
が
大
臣
認
定
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

よ
り
行
わ
れ
る
も
の 

 

 
 

 
 

 
 

十
一
万
八
千
五
百
六
十
円 

⑵ 

判
定
対
象
床
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

㈠ 

㈡
以
外
の
も
の 

 

 
 

 
 

 

二
十
二
万
八
千
七
百
二
十
円 

㈡ 

構
造
計
算
が
大
臣
認
定
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

よ
り
行
わ
れ
る
も
の 

 
 

 
 

 
 

十
四
万
七
千
七
百
二
十
円 

⑶ 
判
定
対
象
床
面
積
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

㈠ 

㈡
以
外
の
も
の 

 二
十
六
万
二
千
二
百
円 

㈡ 

構
造
計
算
が
大
臣
認
定
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

よ
り
行
わ
れ
る
も
の 

 
 

 
 

 
 

 

十
六
万
千
七
百
六
十
円 

⑷ 

判
定
対
象
床
面
積
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え
五
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

㈠ 

㈡
以
外
の
も
の 

 
 

 
 

 

三
十
四
万
六
千
四
百
四
十
円 

㈡ 

構
造
計
算
が
大
臣
認
定
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

よ
り
行
わ
れ
る
も
の 

 
 

 
 

 
 

二
十
万
四
千
九
百
六
十
円 

⑸ 

判
定
対
象
床
面
積
が
五
万
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
も
の 

㈠ 

㈡
以
外
の
も
の 

 

 
 

 
 

 

六
十
三
万
六
千
九
百
六
十
円 

㈡ 

構
造
計
算
が
大
臣
認
定
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

よ
り
行
わ
れ
る
も
の 

 

 
 

 
 

 
 

 

三
十
四
万
七
千
五
百
二
十
円 

 



                                  

 

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性 

 

 

能
の
向
上
に
関
す 

 

る
法
律
第
三
十
一 

 
条
第
一
項
の
規
定 

 

に
基
づ
く
建
築
物 

 

 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費 

 

性
能
向
上
計
画
の 

 

 

変
更
の
認
定
の
申 

 

請
に
対
す
る
審
査 

 

（
次
号
に
規
定
す 

 
 

 

る
審
査
を
除
く
。
） 

ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能

向
上
計
画

変
更
認
定

申
請
手
数

料 

イ 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に

関
す
る
法
律
第
三
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
書
類
が
提

出
さ
れ
た
場
合 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

 
 

 

二
千
五
百
円 

⑵ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

 

 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 

五
千
五
百
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
万
千
五
百
円 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
万
六
千
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 
四
万
七
千
円 

⑶ 

非
住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
非
住
宅
部

分 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次

に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 

五
千
五
百
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
万
五
千
五
百
円 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
万
七
千
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 

七
万
四
千
五
百
円 

㈤ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も 

 

 



                                  

 
 

 
 

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
万
四
千
円 

㈥ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上
の
も
の 

十
一
万
七
千
五
百
円 

ロ 

イ
以
外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
八
条
第
二
号

イ
及
び
ロ
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

次
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 

二
万
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 

二
万
二
千
円 

⑵ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 

四
万
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 

 
 

六
万
七
千
五
百
円 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 

十
一
万
五
千
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の 

 
 

 
 

十
六
万
五
千
円 

ハ 

イ
以
外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
八
条
第
一
号

イ
⑴
及
び
ロ
⑴
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
非

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
非
住
宅
部
分 

次

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る

額 ⑴ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
も
の 

 
 

 
 

十
三
万
三
千
五
百
円 

⑵ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以  

 



                                  

 
 

 

上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
十
一
万
六
千
円 

⑶ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
十
万
八
千
円 

⑷ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以 

 

上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
十
七
万
九
千
五
百
円 

⑸ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
十
四
万
九
千
円 

 
 

⑹ 
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の 

 
 

 

五
十
一
万
二
千
円 

ニ 

イ
以
外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
八
条
第
一
号

イ
⑵
及
び
ロ
⑵
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
非

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
非
住
宅
部
分 

次

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る

額 
 

⑴ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
万
千
円 

⑵ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

八
万
五
千
五
百
円 

⑶ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
三
万
八
千
五
百
円 

⑷ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 

十
八
万
千
円 

⑸ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 

二
十
一
万
七
千
五
百
円 

 
 

⑹ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト 

       

 



                                  

百
十
一 

建
築
物
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能
の
向
上
に
関

す
る
法
律
第
三
十

六
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く
建
築

物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
に
係
る
認

定
の
申
請
に
対
す

る
審
査 

 

百
十 

建
築
物
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

能
の
向
上
に
関
す

る
法
律
第
三
十
一

条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
く
建
築
物

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能
向
上
計
画
の

変
更
の
認
定
の
申

請
（
同
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す 

る
同
法
第
三
十
条

第
二
項
の
規
定
に

よ
る
申
出
を
伴
う

申
請
に
限
る
。
）

に
対
す
る
審
査 

 

建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能

認
定
申
請

手
数
料 

建
築
基
準

関
係
規
定

適
合
の
審

査
の
申
出

を
伴
う
建

築
物
エ
ネ

ル
ギ
ー
消

費
性
能
向

上
計
画
変

更
認
定
申

請
手
数
料 

 

次
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
て
得
た
金
額 

イ 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に

関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る
基
準
に

適
合
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
書
類
が
提
出
さ
れ

た
場
合 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

 
 

 
 

 

五
千
円 

⑵ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

一
万
千
円 

 
 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

 
 

 

以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 

二
万
三
千
円 

 
 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル 

第
百
八
号
金
額
の
欄
イ
の
額
に
、
前
号
に
規
定
す

る
合
算
し
て
得
た
金
額
を
加
算
し
、
第
百
八
号
金

額
の
欄
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
当

該
ロ
又
は
ハ
に
定
め
る
額
を
更
に
加
算
し
て
得
た

金
額 

 

ル
以
上
の
も
の 

 
 

 

二
十
五
万
五
千
円 

 



                                  

 
 

 
 

以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
万
二
千
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 

九
万
四
千
円 

⑶ 

非
住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
非
住
宅
部

分 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次 

に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

一
万
千
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 

三
万
千
円 

 
 
㈢ 
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

九
万
四
千
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
十
四
万
九
千
円 

㈤ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
八
万
八
千
円 

㈥ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上
の
も
の 

 

二
十
三
万
五
千
円 

ロ 

イ
以
外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
一
条
第
一
項

第
二
号
イ
⑴
及
び
ロ
⑴
に
定
め
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

次
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 

四
万
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 

四
万
四
千
円 

⑵ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

 

 



                                  

 
 

 
 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 

八
万
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

十
三
万
五
千
円 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 

二
十
三
万
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 
以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 

三
十
三
万
円 

ハ 

イ
以
外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消 

 

費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
一
条
第
一
項

第
二
号
イ
⑵
及
び
ロ
⑵
に
定
め
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 
次
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 

二
万
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 

二
万
二
千
円 

⑵ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

 

 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 

三
万
八
千
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六
万
六
千
円 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
二
万
千
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

 

 

 



                                  

 
 

 
 

 

以
上
の
も
の 

 
 

 
 

十
八
万
三
千
円 

ニ 

イ
以
外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
一
条
第
一
項

第
一
号
イ
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
非
住
宅

用
途
を
含
む
建
築
物
の
非
住
宅
部
分 

次
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

⑴ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
も
の 

 
 

 
 

 

二
十
六
万
七
千
円 

⑵ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
十
三
万
二
千
円 

⑶ 
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六
十
一
万
六
千
円 

⑷ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
七
十
五
万
九
千
円 

⑸ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八
十
九
万
八
千
円 

⑹ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の 

 
 

 
 

百
二
万
四
千
円 

ホ 

イ
以
外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
一
条
第
一
項

第
一
号
ロ
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
非
住
宅

用
途
を
含
む
建
築
物
の
非
住
宅
部
分 

次
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

⑴ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 

十
万
二
千
円 

⑵ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
七
万
千
円 

⑶ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以 

 

上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 

 



          

第
二
条 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
条
中
第
二
十
五
号
を
第
二
十
六
号
と
し
、
第
十
六
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
十
五
号
中
「
第
十
六
号
」
を
「
第
十
七
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第

十
六
号
と
し
、
同
条
第
十
四
号
中
「
第
十
五
号
」
を
「
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第

十
五
号
と
し
、
同
条
第
十
三
号
中
「
第
十
四
号
」
を
「
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第

十
四
号
と
し
、
同
条
第
十
二
号
中
「
第
十
三
号
」
を
「
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第

十
三
号
と
し
、
同
条
第
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

十
二 

別
表
福
祉
部
の
項
第
十
一
号
の
再 

介
護
保
険
法
第
六
十
九
条
の
三
十
三
第
一
項
に 

 
 

 

研
修 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

規
定
す
る
指
定
研
修
実
施
機
関 

 
 

別
表
福
祉
部
の
項
第
七
号
中
「
三
万
円
」
を
「
六
万
円
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
八
号
を
第

十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
、
同
項
第
十
五
号

中
「
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
十
六
号
と
し
、
同

項
第
十
四
号
を
同
項
第
十
五
号
と
し
、
同
項
第
十
三
号
中
「
三
万
円
」
を
「
四
万
二
千
円
」
に

改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
四
号
と
し
、
同
項
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第

十
二
号
と
し
、
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

         

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
十
七
万
七
千
円 

⑷ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
十
六
万
二
千
円

⑸ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以 

 

上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 

四
十
三
万
五
千
円 

⑹ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 

五
十
一
万
円 

 

十
一 

介
護
保
険
法

第
六
十
九
条
の
七

第
二
項
及
び
介
護

保
険
法
施
行
規
則

（
平
成
十
一
年
厚

生
省
令
第
三
十
六

号
）
第
百
十
三
条

の
十
六
第
一
項
の 

介
護
支
援

専
門
員
再

研
修
手
数

料 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
万
二
千
円 

 



    

（
埼
玉
県
証
紙
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

埼
玉
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
埼
玉
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
の
項
中
第
三
百
六
十
九
号

を
第
三
百
八
十
一
号
と
し
、
第
三
百
五
十
二
号
か
ら
第
三
百
六
十
八
号
ま
で
を
十
二
号
ず
つ
繰

り
下
げ
、
第
三
百
五
十
一
号
を
第
三
百
五
十
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
五
号
を
加
え
る
。 

        

 

別
表
埼
玉
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
の
項
中
第
三
百
五
十
号
を

第
三
百
五
十
七
号
と
し
、
第
三
百
十
六
号
か
ら
第
三
百
四
十
九
号
ま
で
を
七
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
三
百
十
五
号
を
第
三
百
二
十
一
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

   
 

別
表
埼
玉
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
の
項
中
第
三
百
十
四
号
を

第
三
百
二
十
号
と
し
、
第
二
百
五
号
か
ら
第
三
百
十
三
号
ま
で
を
六
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二

百
四
号
を
第
二
百
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。 

      
 

別
表
埼
玉
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
の
項
中
第
二
百
三
号
を
第

二
百
五
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
二
百
二
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
を
第
三
号

と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 

三
百
二
十
二 

既
存
建
築
物
の
移
転
に
対
す
る
制
限
の
緩
和
に
係
る
認
定
申
請
手
数
料 

 

二
百
七 

登
録
検
査
機
関
登
録
申
請
手
数
料 

二
百
八 

登
録
検
査
機
関
登
録
更
新
申
請
手
数
料 

二
百
九 

登
録
検
査
機
関
の
農
産
物
の
種
類
に
係
る
変
更
登
録
申
請
手
数
料 

二
百
十 

登
録
検
査
機
関
の
登
録
の
区
分
に
係
る
変
更
登
録
申
請
手
数
料 

 

三
百
五
十
九 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
認
定
申
請
手
数
料 

三
百
六
十 

建
築
基
準
関
係
規
定
適
合
の
審
査
の
申
出
を
伴
う
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
向
上
計
画
認
定
申
請
手
数
料 

三
百
六
十
一 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
変
更
認
定
申
請
手
数
料 

三
百
六
十
二 

建
築
基
準
関
係
規
定
適
合
の
審
査
の
申
出
を
伴
う
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
向
上
計
画
変
更
認
定
申
請
手
数
料 

三
百
六
十
三 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
認
定
申
請
手
数
料 

 

 

規
定
に
基
づ
く
再

研
修 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



    
 

 
附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
同

年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一 

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
登
録
申
請
手
数
料 

二 

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
変
更
登
録
申
請
手
数
料 

 


